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・ 独立行政法人は、公共上、確実に実施されることが必要な事務・事業のうち、国が直接実施する必要はないが民
間の主体に委ねると実施されないおそれがあるものなどを実施。

・ 平成27年４月からは、研究開発の長期性、不確実性、予見不可能性、専門性等の特性から、他の独法とは異なる
取扱いの必要性が認識され、研究開発を主たる事業とする独立行政法人が、新たに「国立研究開発法人」と位置づ
けられることとなった。

・ 国立研究開発法人には、研究開発の特性を踏まえ、独立行政法人とは異なる法制上の措置が与えられる。

国立研究開発法人制度について

企画立案部門

実施部門
国自ら主体となって直接実施しなければ
ならないもの

国

国

民間の主体に委ねることが可能なもの 民間

民間の主体に委ねた場合、必ずしも実施
されないおそれがあり、実施されないと
きには、国民生活及び社会経済の安定等
に支障を生じるもの

独立行政法人

（全87法人）
※令和６年４月時点

独立行政法人

中期目標管理法人 多様なサービスの提供を通じて、公共の利益を増進する法人

国立研究開発法人
研究開発に係る事務・事業を主要業務とし、研究開発成果の最大化を
目的とする法人
※ 全府省で27法人（令和６年４月時点）

行政執行法人
国の相当な関与の下に事務・事業を確実・正確に執行することを
目的とする法人 1



国立研究開発法人審議会等について

 改正独法通則法（平成27年4月施行）に基づき、総務省・文部科学省・経済産業省に国立研究開発法人審議
会を設置。内閣府は、内閣府設置法第38条に基づき、宇宙政策委員会を設置。

 国立研究開発法人審議会の下に、各府省が所管する国立研究開発法人に関する事項を審議する部会をそれぞ
れ設置。内閣府は、宇宙政策委員会令第５条に基づき、ＪＡＸＡの行う研究開発の事務及び事業に関する事
項を調査審議する分科会を設置。

 国立研究開発法人審議会等は、国立研究開発法人に関して、（１）中長期目標の策定・変更等、（２）業務
実績の評価、（３）組織・業務全般の見直しに当たって、科学的知見等に即して主務大臣に助言。

日本原子力研究開発機構部会
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理化学研究所部会

防災科学技術研究所部会

宇宙航空研究開発機構部会 

物質・材料研究機構部会

量子科学技術研究開発機構部会

科学技術振興機構部会

海洋研究開発機構部会

各共管府省における国立研究開発法人審議会等の構成

中長期目標の
策定

中長期計画の
認可

（業務実績の評価）
①年度評価
②中長期目標期間の見込評価
③中長期目標期間の実績評価
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宇宙航空研究開発機構部会 

産業技術総合研究所部会

新エネルギー・産業技術総合開
発機構部会

総務省
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情報通信研究機構部会

宇宙航空研究開発機構部会 

内閣府

国立研究開発法人

宇宙航空研究開発機構分科会
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宇宙安全保障部会

基本政策部会

日本原子力研究開発機構部会
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審議の進め方のイメージ（次期中長期目標）

１．所管府省（内閣府、総務省、文科省、経産省）による原案の作成
○ 次期中長期目標の原案について、所管府省・法人が十分意思疎通を図って作成

２．部会（11月～12月）

○ 上記の案について、各部会においてヒアリングを行い、意見を取りまとめ

３．審議会（上記部会後）

○ 各部会から、上記の意見について説明
○ 審議会として、案に対する意見を決定

４．主務大臣による決定（来年２月末まで）

○ 審議会の意見を踏まえて、次期中長期目標を決定、法人に指示
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次期中長期目標の構成
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第４期（現行） 第５期（案）
Ｉ. 政策体系におけるJAXAの位置付け及び役割
１．宇宙政策の目標達成に向けた政策体系（宇宙基本計画における役割）
１．１．宇宙安全保障の確保
１．２．国土強靱化・地球規模課題への対応とイノベーションの実現
１．３．宇宙科学・探査における新たな知と産業の創造
１．４．宇宙活動を支える総合的基盤の強化
２．研究開発プランにおける航空科学技術に関する役割

Ⅱ. 中長期目標の期間
Ⅲ．宇宙航空政策の目標達成に向けた具体的取組
１．JAXAを取り巻く環境変化
２．JAXAの取組方針
３．宇宙政策の目標達成に向けた宇宙プロジェクトの実施
３．１．準天頂衛星システム
３．２．海洋状況把握・早期警戒機能等
３．３．宇宙システム全体の機能保証強化
３．４．宇宙状況把握
３．５．次世代通信サービス
３．６．リモートセンシング
３．７．人工衛星等の開発・運用を支える基盤技術（追跡運用技術、環境試験技術等）
３．８．宇宙科学・探査
３．９．月面における持続的な有人活動
３．１０．地球低軌道活動
３．１１．宇宙輸送
４．宇宙政策の目標達成に向けた分野横断的な研究開発等の取組
４．１．民間事業者との協業等の宇宙利用拡大及び産業振興に資する取組
４．２．新たな価値を実現する宇宙産業基盤・科学技術基盤の維持・強化

（スペースデブリ対策、宇宙太陽光発電含む）
５．航空科学技術
６．戦略的かつ弾力的な資金供給機能の強化
７．宇宙航空政策の目標達成を支えるための取組
７．１．国際協力・海外展開の推進及び調査分析
７．２．国民の理解増進と次世代を担う人材育成への貢献
７．３．プロジェクトマネジメント及び安全・信頼性の確保
７．４．情報システムの活用と情報セキュリティの確保
７．５．施設及び設備に関する事項
８．情報収集衛星に係る政府からの受託

Ⅳ．業務運営の改善・効率化に関する事項
Ⅴ．財務内容の改善に関する事項
Ⅵ．その他業務運営に関する重要事項
１．内部統制
２．人事に関する事項

Ｉ. 政策体系における法人の位置付け及び役割
１．宇宙政策の目標達成に向けた政策体系（宇宙基本計画における役割）
１．１．宇宙安全保障の確保
１．２．国土強靱化・地球規模課題への対応とイノベーションの実現
１．３．宇宙科学・探査における新たな知と産業の創造
１．４．宇宙活動を支える総合的基盤の強化
２．研究開発プランにおける航空科学技術に関する役割

Ⅱ. 中長期目標の期間
Ⅲ．研究開発成果の最大化その他業務の質の向上に関する事項
１．宇宙政策の目標達成に向けた宇宙プロジェクト及び研究開発の実施
１．１．宇宙安全保障への貢献
１．２．地球観測・通信・測位
１．３．宇宙科学・探査
１．４．地球低軌道・月面における持続的な有人活動
１．５．宇宙輸送
１．６．新たな価値を実現する研究開発及び分野横断的に開発・運用を支える取組
２．官民共創での宇宙利用拡大及び産業振興に資する研究開発等の取組
３．宇宙戦略基金の活用
４．航空科学技術
５．宇宙航空政策の目標達成を支えるための取組
５．１．システムズエンジニアリング・プロジェクトマネジメントの推進及び安全・信頼性の確保
５．２．国際協力・多様なプレイヤー間のグローバルな共創の推進及び調査分析
５．３．社会の理解増進及び次世代を担う人材育成への貢献
５．４．情報システムの活用と情報セキュリティの確保
５．５．施設及び設備に関する事項

Ⅳ．業務運営の改善・効率化に関する事項
Ⅴ．財務内容の改善に関する事項
Ⅵ．その他業務運営に関する重要事項
１．内部統制
２．人事に関する事項

■JAXAを取り巻く環境変化等を踏まえ、第５期の目標として以下の通り項目建て
■宇宙基本計画も踏まえつつ、細分化していた項目を大括り化（評価単位：28項目→19項目）

赤字：統合/大くくり化
青字：削除
下線：項目名修正
灰色：評価単位
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部会のご議論の反映状況（法人評価のコメントを含む）

■JAXAとして、各分野において国際的に目指すポジションを明確化すべきではないか

→各分野を取り巻く環境の変化等も踏まえつつ、国際的な観点に留意し各項目の目標を設定。

（例）Ⅲ．１．３．宇宙科学・探査

機構は、国際的な研究の潮流や最新の技術動向等を常に注視しつつ、世界最高水準の科学的成果を創出するとともに独
創的・先鋭的技術を獲得することに加え、国際的プレゼンスを発揮し世界的に不可欠な宇宙機関としての立場を維持・向上す
る。（後略）

このため、（中略）サンプルリターン・分析技術、宇宙・太陽・惑星観測技術をはじめとした数々のミッション等で蓄積してきた我
が国の強みを維持・発展させるとともに、プラネタリーディフェンスのような新たな活動への貢献等も視野に入れつつ、欧米主
体の科学・探査ミッションにおいても機構の貢献が不可欠とされるような、国際的に確固たる立場を維持・向上する。

■年度評価でＳ評価が続いている項目については、改めて計画の妥当性について確認する必要
がある

→「Ⅲ．研究開発成果の最大化その他業務の質の向上に関する事項」の前文に以下を明記

評価については、国際的水準や社会情勢等を考慮するとともに、当初意図したものとは異なる成果も含め、研究開発の過
程で得られた成果や目的達成のために行った取組や工夫についても適切に評価することに留意しつつ、別添２に掲げる評価
軸及び関連指標に基づいて実施する。

なお、当初設定した目標に対する機構の達成状況に鑑み、目標の変更が必要と判断される場合には具体的目標の変更を
行う。 
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部会のご議論の反映状況（法人評価のコメントを含む）

■事業が多岐にわたる分野については、高評価を獲得するために好事例や目立つ成果のみを
アピールするのではなく、未達事象も含めた事実に基づく客観的かつ適正な評価を行うため、
事業の全体像及び各分野での進捗を説明いただきたい

→創出された成果等を測る指標に加え、事業の全体像・進捗を把握できるよう、以下を追加。

（例）「別添２ 評価軸及び関連指標」中の「 Ⅲ．１．２．地球観測・通信・測位（一部抜粋）」

【評価指標】

・中長期計画及び年度計画で設定した研究開発課題・プロジェクトの進捗に係るマネジメントの状況

（例：事前検討、予算・コスト・スケジュールを含む進捗管理、施設設備の整備・維持、外部連携等の状況）

【モニタリング指標】

・本項目におけるプロジェクトの総数及び、このうち当該年度に予算またはスケジュールに係る変更を行ったプロジェク
トの件数
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